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【事案の概要】

１．概要
本件は、発明の名称を「改修引戸装置」とする特許第4839108号の特許権について特許権侵害訴訟が

提起されたところ、第一審は充足と認定して一部認容判決をしたが、本控訴審判決は非充足であると
して、原判決中の被疑侵害者敗訴部分を取り消した。

本件は、「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」という構成要件Ｅについて、「ほ
ぼ同じ高さ」の解釈が問題となった。第一審（東海林裁判長）は、「ほぼ同じ」とは「ある程度幅のある
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概念であって具体的な数値を意味するものではない」し、明細書等にも具体的な数値に係る限定は何ら
記載されていないとして、５mmの差があっても充足と判断した。これに対し、本控訴審判決は、「…
高さの差が全くないという意味での『同じ高さ』とする構成を念頭に、しかし、そのような構成にしよ
うとしても寸法誤差、設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合もあり得ることか
ら、そのような場合をも含めることを含意した表現である」と認定し、非充足と判断した。

本件特許発明（請求項４）を分説すると、以下のとおりである。
Ａ　建物の開口部に残存した既設引戸枠は、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠、アル

ミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠、アル
ミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し、前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付
近から切断して撤去され、

Ｂ　その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け、その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も
室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付けてあり、

Ｃ　この既設引戸枠内に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の
押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが低く、室内寄
りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用
竪枠を有する改修用引戸枠が挿入され、

Ｄ　この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが、スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支
持されると共に、前記改修用下枠の室内寄りが、前記取付け補助部材で支持され、

Ｅ　前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほ
、 、 、 、 、 、

ぼ同じ高さであり、
Ｆ　前記改修用下枠の前壁が、ビスによって既設下枠の前壁に固定されている
Ｇ　ことを特徴とする改修引戸装置。

２．第一審（東海林裁判長）は、「同じ高さ」を以下のとおり解釈し、５mmの差があっても充足と判断した。
構成要件Ｅの「ほぼ同じ高さ」の程度に関しては、本件特許の特許請求の範囲請求項４には、背後壁

の上端と改修用下枠の上端が「ほぼ同じ高さ」である旨の記載があるのみであって、具体的にどの程度
同じであるかについての記載はない。そして、広辞苑第六版（乙２）によれば、「ほぼ」とは「おおか
た。およそ。大略。あらあら。」を意味するものと認められるから、「ほぼ同じ高さ」とは「大略同じ高
さ」という意味をいうにすぎないというほかないから、ある程度幅のある概念であって具体的な数値を
意味するものではないと解釈せざるを得ない。本件明細書等の記載をみるに、本件明細書等にはどの
程度の高さの範囲を「ほぼ同じ高さ」というかについて、具体的な数値に係る限定は何ら記載されてい
ない。

しかし、…本件発明が、…という問題（課題）に対して、…により上記課題を解決し、…という効果
を奏するものであること及び本件特許の審査経過において、「広い開口面積を確保する本願の課題に対
応した構成が記載されていない」という拒絶理由通知を受け、構成要件Ｅに対応する部分を追記する補
正をしたことによって特許査定を受けていることに照らすと、背後壁の上端と改修用下枠の上端を「ほ
ぼ同じ高さ」とするのは、広い開口面積を確保するという効果を得るための構成であるということがで
きる。そして、上記課題及び効果からすると、背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差が、少な
くとも従来技術における改修用下枠の上端と背後壁の上端の差よりも小さいものである必要があると
認められる。すなわち、改修用下枠が既設下枠に載置された状態で固定されたり、改修用下枠の下枠
下地材が既設下枠の案内レール上に直接乗載されて固定されたりした場合の改修用下枠の上端と背後
壁の上端の高さの差異よりも、改修用下枠の上端と背後壁の上端の差が相当程度小さいものであれば、

「ほぼ同じ高さ」であると認められるというべきである。
３．本控訴審判決（鶴岡裁判長）は、「同じ高さ」を以下のとおり解釈し、５mmの差がある被告装置を非


